平成２４年 経営事項審査申請要領
香　川　県

１　はじめに

　公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法により経営事項審査を受けることが義務づけられています。このため、国、県・市町村、公共法人などが発注する公共工事の入札に参加しようとする建設業者の方は、①建設業の許可を受け、②経営事項審査を受けてから、③入札参加資格審査の申請を行うこととなります。

　この申請要領は、県が行う経営事項審査（経営規模等評価申請及び総合評定値請求）の手続き等について説明しています。香川県や県内市町への入札参加資格審査の申請については、別に定める「建設工事入札参加資格審査申請要領」を御覧いただくとともに、建設業の許可については、下記までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　香川県土木部土木監理課　   ℡087-832-3507

　　　　　　　　　　　　　　　　長尾土木事務所総務課       ℡0879-52-2585

　　　　　　　　　　　　　　　　小豆総合事務所総務課       ℡0879-62-1333
高松土木事務所総務課       ℡087-889-8901

　　　　　　　　　　　　　　　　中讃土木事務所総務課       ℡0877-46-3178

　　　　　　　　　　　　　　　　西讃土木事務所総務課       ℡0875-25-1001

　

２　経営事項審査の概要

　（１）　経営事項審査とは
　経営事項審査は、公共工事を直接請け負おうとする建設業者の経営状況や経営規模などを、国土交通大臣が定める統一的な基準に基づき、登録分析機関や許可行政庁が審査を行い、評価するものです。

　審査は、（１）経営状況（財務内容）、（２）経営規模（完成工事高等）、（３）技術力（技術者数等）、（４）その他の審査項目（社会性等）について行われ、審査結果は、国、県・市町村、公共法人などが発注する公共工事の入札に参加するための重要な資料となります。

　なお、審査申請書やその添付書類に虚偽の記載があった場合は、指名停止や建設業法上の罰則の対象となります。

                                　　   　　 
　（２）　手続きの基本的な流れ

　　　　
【手続きの基本的な流れ】


　　　　　①決算変更届提出


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②審査・返却

　  　　　　

　　　　　③経営状況分析申請
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　④経営状況分析結果通知書

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　⑤経営規模等評価申請及び総合評定値（Ｐ点）請求

　　　　　　　※事前に、審査日時について要予約


　　　　　　⑥経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

　　　　　　　　※約１か月後に簡易書留で送付

　　　　　　　　

　　　　　⑦入札参加資格審査申請


　　　　　⑧経営事項審査終了報告書

　　　　　　　※県内市町へ入札参加資格審査申請をしたときに提出を求められる場合があります。詳しくは申請する市町にお問い合わせください。（申請先の指示に従ってください）
　　　　　　　※香川県に提出する必要はありません。
　（３）　結果通知書の有効期間

　結果通知書（経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書）の有効期間は、審査基準日（直前の決算日）から起算して１年７か月です。このうち、経営規模等評価結果通知書については、決算日から、①決算変更届の提出、②経営状況の分析、③許可行政庁の審査を経て、④結果通知を受け取るまでに、約６～７か月の期間を要するため、実際の有効期間は、約１年間と考えてください。

　また、公共工事の受注者は発注者と契約をする際、有効な結果通知書がないと契約ができないこととされています。このため、公共工事の入札に参加しようとする建設業者の方は、結果通知書の有効期間が切れることのないよう、毎年、遅滞なく、経営事項審査を受けてください。

（例１）有効期間の考え方（１２月決算の場合）

　　○審査基準日：平成２２年１２月３１日

　　　　　　　　約７か月　 　　　　　　 約１年間

　　　

 　    12月末     4～6月  5～7月   　　　　　　　　　7月末               

　　　決算日　 ③県の審査  ④結果通知　　　　　　　　 有効期限


                           　    ○審査基準日：平成２３年１２月３１日

　　　　　　　　                             約７か月　 　　　　　　 約１年間

　　　

                                  12月末    4～6月     5～7月  　　　　 　　　　7月末

　　　　                           決算日　③県の審査　④結果通知　　　　　　 　有効期限

 （４）　次期決算に係る結果通知書の市町への送付

　県内市町に入札参加資格審査の申請を行った建設業者の方で、次期の決算日を基準日とする経営事項審査が終了した場合は、速やかに、「経営事項審査終了報告書」（県ホームページ「その他経審用様式」）を当該市町の指示に従って提出してください。（香川県に提出する必要はありません。）
　

（５）　結果通知書の公表

　（財）建設業情報管理センターのホームページ（アドレス http://www.ciic.or.jp/index.html）では、全国の受審業者について、審査結果が公表されています。

＊結果通知書を紛失した場合、再発行はしません。上記ホームページからダウンロード（印刷）して利用してください。
３　経営状況の分析

申請手続等については、登録経営状況分析機関へ直接お問い合わせください。（国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000091.html）
４　経営規模等（経営規模、技術力及びその他の審査項目）の審査

　（１）　審査基準日
　　　　　原則として、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了日

　（２）　申請先

　① 香川県知事許可業者 ・・・・香川県知事

　② 国土交通大臣許可業者・・・ 香川県知事経由で、国土交通省四国地方整備局長に申請※

　※ 申請手続等の詳細は、国土交通省四国地方整備局のホームページ（http://www.skr.mlit.go.jp）を御覧ください。（問合せ先：四国地方整備局建政部計画・建設産業課（℡087-851-8061））

　（３） 審査の受付方法（予約制）

審査希望日時を電話で予約してください。（審査日程表はＰ１２）
（行政書士に手続きを依頼される場合は、当該行政書士を通じて予約してください。）

・ 予 約 先　　香川県土木部土木監理課建設業担当（℡087-832-3507）

・ 受付期間　　審査希望日の前月から受付
・ 予約内容　

　　　　審査希望日時、許可番号、商号又は名称、電話番号

　　　　　　午前：９：３０～　１０：００～  １０：３０～  １１：００～
　　　　　　午後：１：３０～    ２：００～   ２：３０～   ３：００～

       ※審査の進行状況により、時間が前後することがありますが、御了承ください。

　　

　（４） 審査会場

　　　　　県庁本館　１２階　第６会議室（高松市番町４－１－１０）
　　　　
　（５） 手数料（経営規模等評価申請と総合評定値請求を併せて行う場合）及び納付方法

	区　分
	納付方法
	手　数　料

	香川県知事許可業者
	香川県証紙
	審査対象建設業が１業種の場合　11,000円

１業種増えるごとに　2,500円を加算した額

（例）２業種：13,500円　３業種：16,000円

	国土交通大臣許可業者
	収入印紙
	


　　　※入札参加資格の審査に総合評定値（Ｐ点）が必要なため、経営規模等評価の申請に併せて、

　　　 総合評定値の請求も行っていただきます。

　（６） 提出書類及び提示書類
　① 提出書類
	提出書類
	提出部数

	
	知事許可業者
	大臣許可業者

	経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

（様式第２５号の１１）及び

　・別紙一　工事種類別完成工事高

　・別紙二　技術職員名簿

　・別紙三　その他の審査項目（新様式）

　　　　　　　　　　　　　（申請書様式参照）
	各１部
	各２部

（うち１部はコピー）

	　経営状況分析結果通知書（原本）
	１部
	２部（　　〃　　）

	　県証紙（収入印紙）貼付書
	１部
	２部（　　〃　　）

	工事経歴書（コピー）
	　　―
	１部


　※大臣許可業者については、上記書類の他に、確認書類（コピー）を提出する必要があります。（詳細については、四国地方整備局のホームページで御確認ください。）

②　提示書類（香川県知事許可業者の場合）

	●‥必ず提示する書類

○‥該当する場合、提示する書類
	留　意　事　項

	●現在の許可申請書一式

●許可通知書（原本）

○変更届出書等
	・経営業務管理責任者や専任技術者、役員等に変更があった場合は、変更届出書等が必要です。

	○前期の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(控)
	・「完成工事高計算基準の区分」で３年平均を選択した場合で、決算期の変更等により前期の申請書だけでは３６カ月に満たないときは、前々期分も必要となります。

	○前期の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
	・コピー可

	○建設業について初めて許可（登録）を受けた時の、許可通知書（登録通知書）
	・初めて経営事項審査を受ける場合に必要です。

・コピー可

・営業年数算定の起点となる「初めて許可（登録）を受けた年月日」を確認します。

	●決算変更届
	・「完成工事高計算基準の区分」で選択した年数分の決算変更届が必要です。（審査済印のあるもの）

　 ①２年平均  → ２４か月分

②３年平均  → ３６か月分

	●契約書

（契約書が無い場合は、

発注証明書・注文書・請書）
	・工事経歴書に記載された工事について、元請け・下請けの別、工事内容、契約金額、工期などを確認しますので、工事経歴書の記載順に並べておいてください。

	○審査基準日を含む事業年度の消費税及び地方消費税確定申告書（控）
	・課税標準額が売上高よりも少ない場合は、審査時に課税標準額の算定根拠を示す必要があります。

・初めて経営事項審査を受ける場合は、「完成工事高計算基準の区分」で選択した年数分の確定申告書が必要です。

	●税務署が発行する、審査基準日を含む事業年度の消費税及び地方消費税納税証明書（原本）
	・納付すべき税額や納付済額が記載されている、「国税通則法施行規則別紙第８号書式その１」が必要です。

   ※納税証明書交付請求書の様式は、Ｐ１６のとおり

・初めて経営事項審査を受ける場合は、「完成工事高計算基準の区分」で選択した年数分の納税証明書が必要です。

	●審査基準日を含む事業年度の法人税又は所得税に係る確定申告書類一式(控)
	・連結決算を行っている場合、審査対象事業年度・審査対象年度の前審査対象事業年度の２年分、決算期変更の場合は前２４か月分が必要です。
・減価償却額や、役員・給与受給者等を確認します。

	免状等

○国土交通大臣認定書

○監理技術者資格者証

○監理技術者講習修了証

○登録基幹技能者講習修了証

○実務経験証明書（原本）

　　　　・卒業証明書
	・コピー可

・各免状等は、技術職員名簿の記載順に並べておいてください。

・実務経験者は、「実務経験証明書（県ホームページ「その他経審用様式」）」が必要です（専任技術者は不要）。この証明書は、毎年、作成し直す必要はありません。

・登録基幹技能者講習修了証については、平成20年4月1日以降に登録基幹技能者講習実施機関として国土交通省に登録した機関が実施する講習を受講して、同修了証を取得することが必要です。

	６か月超前からの雇用関係
○健康保険証

○雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

○給与支給明細または出勤簿　（上記保険に未加入の場合）
	・コピー可

・技術者の雇用期間を確認します。

・資格基準日（雇用日）から審査基準日までの期間が６か月と１日以上であることを確認します。

	雇用保険

○審査基準日を含む事業年度の概算・確定保険料申告書

○審査基準日を含む事業年度について、雇用保険料を納付したことを証する書類
	・「雇用保険加入の有無」を確認します。

・審査基準日を含む月及び前後１か月分の保険料納入に

　関する領収書を提示してください。

	健康保険

○標準報酬決定通知書

○審査基準日を含む事業年度について、社会保険料を納付したことを証する書類
	・コピー可

・技術者や公認会計士等の常勤及び「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」を確認します。

・審査基準日を含む月及び前後１か月分の保険料納入に

関する領収書を提示してください。（社会保険事務所が発行する社会保険料納入証明でも可）

　※社会保険料納入証明願の様式は、Ｐ１７のとおり

	住民税特別徴収

○住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書の写し
	・標準報酬決定通知書等で雇用の確認ができない後期高齢者等について常勤を確認します。（標準報酬決定通知書で確認が出来る場合は特別徴収税額の通知書は不要です。）

・左記通知書がない場合は、担当者まで御相談ください。

	建設業退職金共済制度

○勤労者退職金共済機構の発行する加入・履行証明書
	・「建設業退職金共済制度加入の有無」を確認します。

	退職一時金等

○勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体の発行する、加入証明書又は共済契約書

○労働協約（写）又は就業規則（写）
○厚生年金基金の発行する加入証明書

○信託銀行、生命保険会社等との適格退職年金契約書

○企業年金基金の発行する加入証明書（基金型企業年金の場合）又は資産監理運用機関の発行する加入証明書（規約型企業年金の場合）

○確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書
	・「退職一時金制度導入の有無」「企業年金制度導入有無」のいずれかを確認します。

・就業規則を提示する際は、１０人未満の労働者を使用する場合でも、労働基準監督署の受付印のあるものが必要です。

・適格退職年金の場合は、国税庁長官の承認を受けていることが必要です。


	法定外労働災害補償制度
○(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会、(社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社の発行する加入証明書又は保険証券、加入者証
	・「法定外労働災害補償制度加入の有無」を確認します。

	経理士等

○公認会計士等、二級登録経理士試験合格者の証明書類

○監査報告書・会計参与報告書等
	・常勤の公認会計士等、二級登録経理試験合格者の数や「監査の実施状況」を確認します。

・経理の適正を確認した旨の書類はＰ１４を参照。

	防災協定等

○防災協定書（写）及び

当該加入団体の証明書（原本）


	・審査基準日において、防災協定を締結していることが必要です。

・申請者が加入している団体が防災協定を締結している場合は、審査基準日において申請者が団体に加入していること及び防災活動に一定の役割を果たすことを証する団体の証明が必要です。

・建設業労働災害防止協会（建災防）の加入証明は防災協定の証明ではありませんので御注意ください。

	建設機械

○売買契約書又はリース契約書

○特定自主検査記録表
	・コピー可

・地域防災への備えの観点から、災害時において使用される代表的な建設機械の保有状況を確認します。

・評価対象とするのは、建設機械抵当法第２条に規定する「建設機械」のうち、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルです。

・売買契約書で所有状況を確認します。

・審査基準日から１年７か月以上の契約期間を有するリース契約を結んでいる場合には、契約書を確認することにより、リース機械も台数に合算します。

・特定自主検査記録表で、建設機械が正常に稼動する状態にあることを確認します。（審査対象決算期内に受検していること）

	ＩＳＯ

○ＩＳＯ（国際標準化機構）規格の登録証

　・ＩＳＯ９００１

　・ＩＳＯ１４００１
	・コピー可

・審査基準日現在で有効なものに限る。
・ＪＡＢ（財団法人日本適合性認定協会）認定の審査登録機関でないものが発行した登録証で、日本語以外で記載されている場合は、日本語に訳したものを必ず添付してください。


　　※ 上記書類の他に、関係書類を提出していただくことがあります。

    　

③　入札参加資格審査における総合点数算出のための提示・提出書類（大臣許可業者を含む。）

　　　＊平成２４年３月の経営事項審査から、新たに「技術評価点数算定基礎申告書（県ホームページ「その他経審用様式」）」を作成し、受審時に提出してください。
	●‥必ず提示する書類
○‥該当する場合、提示する書類
	留　意　事　項

	●審査基準日を含む事業年度の法人税又は所得税に係る確定申告書類一式（控）
●審査基準日を含む事業年度の決算変更届

○貸借対照表（様式第15号又は様式第18号）の「固定資産」欄が記載されているページ（コピー）
	・決算変更届の貸借対照表（様式第１５号又は第１８号）に記載された「固定資産」欄の「機械・運搬具の額（減価償却累計額控除後）」を確認します。
・上記の額が１千万円以上ある場合、左記の「固定資産」欄が記載されているページのコピーを提出してください。

	○（財）道路保全技術センターが発行する舗装施工技術者資格者証又は合格通知書(コピー)
	・ほ装を申請する者で有資格者がいる場合に提示してください。
・土木施工管理技士とは別の資格です。

・香川県内の営業所で建設業に従事する職員のうち、審査基準日現在の有資格者（試験に合格した者を含む。）

	○標準報酬決定通知書
○住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
	・コピー可
・審査基準日における建設業に携わる常勤の雇用者数を確認します。（技術者はもとより、代表者、代表取締役、取締役及び事務関係従業員を含む。）


　　

　（７）提出書類作成上の注意点

※全　般
　・経営事項審査申請関係書類は、香川県ホームページからダウンロードしてお使いください。
　・申請書は、黒のインク又はボールペンで記入してください。
　・審査後、控えとして申請書のコピーをお渡しします。次回の経営事項審査の提示書類となりますので、大切に保管（２期分）してください。
　・証紙は予め購入してください。（県庁北館２階生協総務課等）
　　①雇用保険加入の有無について

「審査基準日における雇用保険加入の有無」とは、雇用保険法第７条の規定による届出を行っているか否か、をいいます。

　雇用保険は、１人でも従業員を雇用していれば、事業主は被保険者に関する届出その他の事務を行うことが義務づけられています。従って、審査の際には、概算・確定保険料申告書及び納付したことを証する書類により、従業員の加入状況を確認します。

なお、従業員が１人も雇用されていない等の場合は、適用除外となります。
　

②健康保険及び厚生年金保険加入の有無について

「審査基準日における健康保険及び厚生年金保険加入の有無」とは、健康保険法施行規則第
１０条の２の規定による届出及び厚生年金保険法第２７条に規定する届出を行っているか否か、をいいます。

　健康保険及び厚生年金保険は、常時５人以上の従業員を使用する個人の事務所又は常時従業員を使用する法人の事務所の事業主が、その使用する者の異動、報酬等に関し報告等を行うことが義務づけられています。従って、審査の際には、社会保険事務所から交付された標準報酬決定通知書により、従業員の加入状況を確認します。

　なお、個人事業所で常時使用する従業員が４人以下である場合等は、適用除外となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　③建設業退職金共済制度加入の有無について

「審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無」とは、勤労者退職金共済機構との間で
特定業種退職金共済契約の締結を行っているか否か、をいいます。
審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約の締結（下請負人の委託等に基づきこれらの事務を行うことを含む。）をしている場合（正当な理由なく共済証紙の購入実績がない等契約の履行状況が劣っていると認められる場合を除く。）に加点されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無について

(ア)「審査基準日における退職一時金制度導入の有無」とは、下記のいずれかがあるか否か、をいいます。（退職一時金の対象として、期間雇用等にかかる労働者等を除き、原則として建設業に従事する全ての従業員が対象であることが必要です。）

・勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部との間で、退職金共済契約を締結していること。

・所得税法施行令第７３条第１項に規定する特定退職金共済団体（商工会議所、商工会、商工会連合会等）との間で、退職金共済契約を締結していること。

・労働協約（労働条件や労働者の待遇、労使間のルールなどについて、労働組合と使用者が合意した内容をまとめたもの）に退職金の制度に関する定めがあること。

・労働基準法の規定に基づく就業規則（退職手当に関する事項についての規則を含む。）に定めがあること

※労働基準監督署に届出をしていること、退職手当の決定、計算及び支払方法並びに退職手当の支払の時期に関する定めがあること、支給実績などを書類等で確認できることが必要です。

（イ）「審査基準日における企業年金制度導入の有無」とは、下記のいずれかがあるか否か、をいいます。

・厚生年金保険法の規定に基づく厚生年金基金を設立していること。

・法人税法に規定する適格退職年金契約を締結していること（国税庁長官の承認が必要）。

・確定給付企業年金法の規定に基づく確定給付企業年金（事業主が従業員と年金の内容を約し 、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基金型企業年金及び規約型企業年金をいう。）が導入されていること。

・確定拠出年金法の規定に基づく確定拠出年金（企業型）（厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とするものをいう。）が導入されていること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤法定外労働災害補償制度加入の有無について

「審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無」とは、（財）建設業福祉共済団、（社）全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会、（社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害に関する給付についての契約を締結しているか否か、をいいます。

※法定外労働災害補償制度加入の要件としては、下記の全てに該当することが必要です。

・業務災害と通勤災害のいずれも対象とすること。

・直接の使用関係にある職員、下請負人の直接の使用関係にある職員の全てを対象とすること。

・死亡及び労働災害補償保険の障害等級第１級から第７級までに係る災害の全てを対象とすること。

⑥防災協定締結の有無について

　　　「防災協定」とは、災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設業者と行政機関等との間の協定をいいます。

社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該団体に加入している建設業者のうち、当該団体の証明書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業について加点の対象となります。
　　⑦法令遵守の状況について

　　　　「法令遵守」とは、審査基準日直前１年間に受けた「営業停止処分」「指示処分」が対象となり

　　ます。この場合、「処分期間」ではなく「処分日」を基準に、直前１年間の該当を判断します。

⑧建設業の経理の状況について

　　 ・「監査の受審状況」について
　　　(ア)「会計監査人の設置」は、会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合。

　　  (イ)「会計参与の設置」は、会計参与設置会社において、会計参与が会計参与報告書を作成している場合。

　　  (ウ)「経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」は、建設業に従事する職員（雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの（法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。）をいい、労務者（常用労務者を含む。）又はこれに準ずる者を除く。）のうち、経理実務の責任者であって、告示第一の四の５の（ニ）のイに掲げられた者が別添の建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目を用いて経理処理の適正を確認した旨を別記様式第２号の書類（県ホームページ「その他経審用様式」）に自らの署名を付して提出している場合。
・「公認会計士等」とは、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに一級登録経理試験の合格者及び従来の一級建設業経理事務士をいいます。

・「二級登録経理試験合格者」とは、二級登録経理試験の合格者及び従来の二級建設業経理事務士をいいます。

⑨研究開発の状況について
　　 「研究開発の状況」とは、公認会計士協会の指針等で定義された研究開発費の額（会計監査法人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見書を表明している場合に限る。）をいいます。
　　⑩建設機械の保有状況について
　　　　　１台以上の建設機械（建設機械抵当法第２条に規定する建設機械のうち、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルをいう。）を記載する場合、該当する機械の売買契約書又はリース契約書（審査基準日から１年７か月以上）と特定自主検査記録表（審査対象の決算期内に受検していること）を確認します。

　　　 特定自主検査とは、労働安全衛生法に規定する定期自主検査を行わなければならない機械のうち建設機械（油圧ショベル等）や荷役運搬機械（フォークリフト等）といった特定の機械について、１年以内に１回受けなければならない一定の資格を持つ検査者による検査です。
　　　検査の方法は、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる事業内検査と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する検査業者検査があります。
　　⑪ＩＳＯ認証の取得状況について
　　　　　評価対象とするのは、(財)日本適合性認定協会(ＪＡＢ)又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ９００１（品質管理）、ＩＳＯ１４００１（環境管理）の取得（認証範囲に建設業が含まれていない場合又は会社単位ではなく特定の事業所単位での認証となっている場合は除く。）です。
平成２４年 経営事項審査日程表

※　　　　は、行政書士の審査日
　　３月(決算期10月)　 ５日(月)、６日(火）、７日(水）、８日(木)、９日(金)
　　４月(決算期11月)　 ９日(月)、１０日(火)、１１日(水)、１２日(木)、１３日(金)
　　５月(決算期12月)　 ７日(月)、８日(火）、９日(水）、１０日(木)、１１日(金)、１４日(月)
　　６月(決算期 １月)　 ４日(月)、５日(火)、６日(水)、７日(木)
　

　　７月(決算期 ２月)　 ２日(月)、３日(火)、４日(水)、５日(木)
　　８月(決算期 ３月)　 １日(水)、２日(木)、３日(金)、６日(月)、７日(火)、８日(水）、９日（木）
  　９月(決算期 ４月)　 ３日(月)、４日(火)、５日(水)、６日(木)、７日(金)、１０日(月)
    10月(決算期５月)　 １日(月)、２日(火）、３日(水)、４日(木)、５日(金)、９日(火)、

１０日(水)
　　11月(決算期６月)　 １日(木）、２日(金)、５日(月)、６日(火)、７日(水)、８日(木）、９日(金）、
　　　　　　　　　　　　１２日(月)、１３日(火)、１４日(水)

    12月(決算期７月)　 ３日(月)、４日(火)、５日(水)、６日(木)、７日(金)、１０日(月)、

１１日(火)、１２日(水)

　　　　　　　 ○予約先等　香川県土木部土木監理課建設業担当
℡：０８７-８３２-３５０７　受付時間：8:30～17:15

　　　　　　　　　○審査場所　県庁本館１２階第６会議室

　　　　　　　 ○時間帯　　午前：9:30～　10:00～　10:30～　11:00～

　　　　　　　　　   　　　午後：1:30～　2:00～　2:30～　3:00～

※　他団体の入札参加資格審査における経審結果の取扱いについては、各団体にお問合せください。

【記載例】

実務経験証明書（経審用香川県指定様式）
下記の者は、　土木　　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成　23年　9月　2日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証明者　　　　　　　　　　　　　　　印

技術者の氏名　　　佐々木小次郎　　　　　生年月日　　Ｓ４０．６．２１　　　　

※最終学歴（校名）　○×大学　　　　　　　（学科）　土木工学科　　　　　　　　

※実務経験を必要とする資格の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	雇用期間
	商号・名称（所在地）
	実務経験年数

	年・月～　　年・月

Ｈ16.4～Ｈ18.8
	㈱鈴木組（高松市番町4-1-10）
	年・月～　　年・月

H16.8～H18.8

	Ｈ10.4～Ｈ16.3
	㈱○×建設（大阪府○○○３－２）
	H11.2～H16.2

	
	
	

	
	
	

	
	
	合計　満　７年　０月


注）※印欄は、必要となる場合にのみ記入。その場合、卒業証明書（写）、資格者証（写）は必ず添付。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
経理処理の適正を確認した旨の書類


   　　私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、

　　　　　　　　　　　　の平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までの第　　　期

事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成されたものであること及び別添の

会計処理に関する確認項目の対象に係る内容について適正に処理されていることを

確認しました。


                            商号又は名称
                            所属・役職
                          　　氏　名                                  印
以上
　　

登録基幹技能者講習の講習修了証の様式

（表面）


[image: image1]
（裏面）



備考

１　材質は、プラスチック又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。

納税証明書交付請求書

　　　　　
	住所
（納税地）
	

	(フリガナ)

氏名
又は
法人名及び

代表者氏名
	


 【代理人記入欄】

代理人の方のみ記入してください。

 住所

 氏名

※代理人の方が請求される場合は委任状が必要です。
                                                 特定信託の名称：

下記のとおり、納税証明書の交付を請求します。　　　

	証明書の
種類
	☑その１
	□その２
	□その３　

□その３の２

□その３の３
	□その４

	証明を受
けようと
する税目
（該当する税目

にレ印を記入

してください。）
	□　申告所得税
□　法人税
☑　消費税及び
　　地方消費税
□　その他
　（　　　　税）
	□　申告所得税
□　法人税

	□　申告所得税
□　法人税
□　消費税及び
　　地方消費税
□　その他
　（　　　　税）

※　その3の2、その3の3の場合は記入

する必要はありません。
	

	証明を受
けようとす
る国税の
年度
	年分
	自年月日
至年月日
	年分
	自年月日
至年月日
	
	

	
	年分
	自年月日
至年月日
	年分
	自年月日
至年月日
	
	

	
	年分
	自年月日
至年月日　　
	年分
	自年月日
至年月日
	
	

	証明を受
けようとす

る事項
	・納付すべき税額

・納付済額

・未納税額
□法定納期限額

□源泉徴収税額

□未納税額のみ

（□には、必要な場合にレ印を記入して
ください。）
	所得金額

※申告所得税の証明の場合、
所得種類別の証明も可能です。
□には証明を受けようとする事
項にレ印を記入してください。

□総所得金額の証明

□事業所得金額の証明

□上記以外の所得金額の証明

（　　　　　　　　　　　　）


	未納の税額がないこと
※その3の2は「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」に、その3の3は「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納税額がないこととなります。
	次の期間について、

滞納処分を受けたこ

とがないこと

自　　年　　月　　日

至　　年　　月　　日

	証明書の

請求枚数
	枚
	枚
	枚
	枚


記

	証明書の

使用目的
	□資金借入　　　□入札参加指名願　　　□登録申請（更新）　　　□保証人

☑その他（　経営事項審査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	本人（代理人）
確認方法
	□運転免許証　　　□パスポート　　　□身分証明書（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□健康保険証　　　□住民基本台帳カード（顔写真付）　　　□その他（　　　　　　　　　　　　）
	確認者

	委任事項

の確認
	□電話照会　　　□印影照合　　　□申告書等確認　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）
	

	□ 収 入 印 紙

□ 現　   　金
	その１
	税目数
	年度
	枚
	円
	合計

（内現金　　　　　 　円）

　　　　　　　円
	確認者
	証明番号
	

	
	その２
	
	年度
	枚
	円
	
	
	
	

	
	その３
	
	
	枚
	円
	
	
	
	

	
	その４
	
	
	枚
	円
	
	
	
	

	納付一連番号
	整理番号





社会保険料納入確認（申請）書

１　申請者

	事業所整理記号
	事業所番号

	
	


	事業所所在地
	

	事業所名称
	

	事業主氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	電話番号
	　　　　（　　　　　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　）


２　申請事由
	　経営事項審査のため


３　確認事由
	項　　目
	対　象　期　間
	未納の有無

	健康保険料

厚生年金保険料

児童手当拠出金

（延滞金を含む）
	平成　　年　　月分から平成　　年　　月分まで
	有 ・ 無


	管掌区分
	　　１　全国健康保険協会管掌健康保険 ・ ２　組合管掌健康保険


　上記のとおり相違ないことを確認します。
平成　　　年　　　月　　　日

㊞　　


・公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者


・１級登録経理試験に合格した者


（常勤に限る）





公　共　工　事　を　直　接　請　け　負　お　う　と　す　る　建　設　業　者





①決算変更届


②経営状況分析


　　　　　　経営状況分析





管轄の県事務所


（大臣許可は土木監理課）





２３年





２５年





登録経営状況分析機関


（１）経営状況の分析





県土木監理課


（２）経営規模　（３）技術力


　 （４）その他の審査項目





公共工事の発注者


（国、県、市町村、公共法人）





商号又は名称、対象となる決算期を記入





２３年





２４年





監査の受審状況における経理処理の適正を確認した書類として使用する。














①決算変更届


②経営状況分析


　　　　　　経営状況分析





加点に際しては修了年月日が審査基準日以前であることが必要











写　　真





２４年





２２年





この余白部分に、基幹技能者が登録の際に申請した、実務を有する業者名が表示されるので、その業種で申請のあった場合のみ加点評価





備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








問い合わせ先





高松市番町４－１－１０


株式会社　鈴木組


代表取締役　鈴木太郎





（登録基幹技能者講習の種目）講習修了証


修了証番号　第　　　　号





　　　　　　　　　　　　氏名


　　　　　　　　　　　　（生年月日　　年　　月　　日）





　　　　　　　　　　　　この者は、建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号の


登録基幹技能者講習を修了した者であることを証します。


　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　修了年月日　　年　　月　　日





（登録基幹技能者講習実施機関の名称）　　印


（登録番号　第　　　号）






































平成　　　　年　　　　月　　　　日 申請





※税務署整理欄





㊞





㊞





年　　　　月　　　　日





税務署長　あて








収入印紙ちょう付欄


（消印しないでください）
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